
伸縮可とう管の離脱（仙南・仙塩広水） 

事例 2 宮城県企業局 

１．水道事業の概要 

１）事業概要 

宮城県企業局では、大崎広域水道用水供給事業

（大崎広水）、仙南・仙塩広域水道用水供給事業

（仙南・仙塩広水）の 2事業を運営している。 

大崎広水は、漆沢ダム及び南川ダムを水源とする２系

統の浄水場から大崎地方を中心とする 10 市町村に対し、

一日最大 120,000㎥の水道用水を供給する事業であり、

現在は一日最大 101,150㎥の給水が可能である。 

仙南・仙塩広水は、七ヶ宿ダムを水源とし、仙南及び仙

塩地域の 17市町に対し、一日最大 553,300㎥の水道

用水を供給する事業であり、現在は一日最大 279,000

㎥の給水が可能である。 

 

２．事業実施上の課題（事業環境） 

１）東日本大震災の被害 

平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災では、

これまで想定し得なかった規模の被害が発生し、送水管

路を中心に大きな被害が生じ、送水停止を余儀なくされる

状況に陥った。各自治体等からの支援のもと、懸命な復

旧作業を行っていたところ、４月７日の最大余震により再度の被害が発生したが、不眠不休の復旧作業により、４月 16 日

までに、通水を再開することができた。その一方でこの震災を通じ、冗長性の確保や情報通信手段の確保など、多くの課題が

認識され、水道施設の強靱化対策（耐震化やバックアップ体制の整備等）や危機管理体制の強化などについて、早急に見

直す必要が出てきた。 

大崎広水管内では、地震動により北屋敷水管橋（大崎市）、土手前水

管橋（美里町）、滑川水管橋（大郷町）において被害が発生した。いずれ

の場合も支承部のストッパーやアンカーが破損し、上部工が移動したことにより

可撓管の破断や抜け出しが起こり、漏水が発生したものであった。 

３橋とも幹線上の水管橋であったことから、応急復旧により通水可能な状

態にする必要があり、クレーンで上部工を吊り上げて元の位置に戻すことでズレ

を修正し、鋼材及びワイヤーにより仮固定を行った。 

仙南・仙塩広水管内では、南部山浄水場から仙塩方面に送水する高区

系管路のうち、口径 2,400mm の大口径管の伏越部分に設置された伸縮

可撓管が地震動により２か所で離脱して、大量の漏水が発生した。南部山

浄水場から直下流での被害であったため、最も迅速な復旧が求められた場所

であった。 

しかし、短期間で現場に合った伸縮可撓管の製作は不可能であったことから、

既設伸縮可撓管と備蓄していた同口径の鋼管を活用して、切断・加工及び

溶接を行い現場に敷設するという工法を選択し、発災から９日後には復旧工

事を完了した。 

 

 

２）長期人口減少社会の到来 

大崎広水及び仙南・仙塩広水から水道用水を供給している 25 の受水市町村の人口は、平成 22 年の 192 万 4,894

人から、平成 32年には 189万 7,289人、平成 42年には 181万 5,591人、平成 52年には 169万 3,909人になる

ものと推計されており、平成 22年から平成 52年までの 30年

間の間に 23 万 985 人（平成 22 年の人口比 12.0％）の

減少が見込まれている。 

現時点で受水市町村への給水量の減少は少ないものの、

今後、長期人口減少社会の到来により給水量、料金収入が

減少していくことが見込まれる中での安定した経営の確保が課

題となっている。 

 

３）施設の経年化 

大崎広水は昭和 55年 4月から、仙南・仙塩広水は平成 2年 4月から受水市町村に対して水道用水の供給を行ってき

た。平成 27 年３月の時点で供給開始から 35 年又は 25 年を経過し、初期の建設費に充当した企業債の償還はピークを

過ぎていることから、経営上の負担は軽減されつつある。 

しかし、長期人口減少社会の到来等により水需要が低迷し料金収入が伸び悩む中、今後は、多くの施設・設備が法定耐

用年数の到来を迎え、更新需要が継続的に発生していくことが見込まれる。 

 

 

図－２ 健全度の見通し（大崎広域水道） 

 

図－３ 健全度の見通し（仙南・仙塩広域水道） 

水管橋の破損（大崎広水） 

図－１ 将来の人口動向（推計） 



３．アセットマネジメントの実施状況 

１）取組状況と実施体制・共有範囲 

簡易支援ツールを用いてアセットマネジメント（資産管理）を実施し、施設の老朽化見通しを把握する一方で、アセットマ

ネジメントを実践するためには、各施設の保守点検データ等を蓄積して診断を行い、その結果を踏まえた更新計画を策定し、

経営計画に反映する必要があると判断し、平成26年4月には企業局独自の「アセットマネジメント手法を導入した設備更新

計画の手引き」を策定している。 

   
 

２）「アセットマネジメント手法を導入した設備更新計画の手引き」 

この手引きは、平成 21 年度に国で示した

「水道事業におけるアセットマネジメントに関す

る手引き」を基にしており、個別機器で評価を

行うこととし、機器毎に耐用年数が設定されて

いる国土交通省の標準耐用年数を参考に策

定した。 

現在、運転管理業務を委託している企業と

も連携して、各データの蓄積を行い効率的・効

果的にデータを活用できるよう検討を進めてい

るところである。  

この結果にもとづくアセットマネジメントについ

ては、平成 27年度より順次運用を開始し、 

今後、このような取組みを継続して更新投資を計

画的に実施し、ライフサイクルコストの最小化を図る

とともに、水道利用者等の更新事業の必要性や重

要性への理解を促進し、事業に対する信頼性の向

上を図る。 

更に、これらを実現するため、需要者である受水

市町村との情報共有と相互協力が不可欠であり、

広域水道協議会での意見交換のほか、多くの機会 

を捉えてコミュニケーションを綿密に行い、共通理解 

の形成を図りながら、各事業を推進していく考えである。 

４．アセットマネジメント結果の活用 

１）事業計画 

長期人口減少社会の到来に伴う水需要の低迷により経営環境は厳しい状況が見込まれる中、老朽化が進行する水道施

設の更新需要が継続的に発生することが予想され、長期的な視点に立ち効率的かつ効果的に施設更新を行う必要があると考

え、アセットマネジメントによる維持管理及び

計画的な更新を行い、適切な施設管理と

健全経営を図ることとしている。 

施設全体のアセットマネジメントについては、

簡易支援ツールにより実施したが、精度向

上を図るため、現在検討を進めており、その

成果の一部を反映し、平成 27 年度から平

成 36 年度の建設改良工事計画を作成し

ている。この 10 箇年の計画では、計画的に

更新する設備に加え、大崎広水では腐食

送水管の更新及び耐震化のための投資、

仙南・仙塩広水では、高区・低区連絡管整

備事業費及び送水管路の耐震化の為の投

資を見込んでいる。 

 

２）水道施設の強靭化計画 

更新需要の継続的な発生を控え、現在

は、東日本大震災の教訓を踏まえた施設の

耐震化及びバックアップ体制の整備について、

財政的な要素を踏まえながら計画的に実施

している。 

「水道施設の強靭化計画」は、水管橋の

耐震化、伸縮可とう管の補強など、耐震化

の更なる推進を目的としており、平成 36 年

までに全施設の耐震化の完了を目指してい

る。 

表－１ 取組状況 

 アセットマネジメントの実施 

H26.4 「アセットマネジメント手法を導入した設備更新計画の 

手引き」を策定 

H26.4～ 仙南・仙塩広水から順次、施設の健全度判定、 

アセットマネジメントによる更新計画作成に着手 

H26.9 「新水道ビジョン」策定 

H27.3 「水道事業経営管理戦略プラン」「新経営計画」策定 

 実施体制 

共有範囲 

公営企業管理者 

図－４ 企業局のアセットマネジメントの手順 

図－５ アセットマネジメントの運用開始スケジュール 

図－６ 建設改良工事計画 

図－７ 水道施設の強靭化計画 



５．その他の取り組み 

１）受水市町村との連携 

企業局では、持続可能な水道事業の実現を目指し企業局と運命を共にする２５の受水市町村と連携した、宮城の水道

を再構築する水道復興共同プロジェクトとして「ふるさと宮城の水道を育て活かしていくプロジェクト」（以下、「育活（イクイ

ク）プロジェクト」という。）を立ち上げた。 

このプロジェクトは、水道事業経営管理戦略プランの

前期５年間を礎期と位置づけ①水道施設の耐震化の

推進、②アセットマネジメントによる水道施設の長寿命

化、③バックアップ体制の強化、④広報の充実強化、⑤

料金のあり方、⑥人づくりについて重点的に取り組み、将

来的には段階的広域化や官民連携を目指すことも視

野に入れている。 

企業局では、平成 28 年度までにアセットマネジメント

運用の基礎となる各設備の健全度判定を実施し、全て

の施設の更新計画を策定して計画的に更新を行ってい

く予定である。また、耐震化と同様に県民等に対して安

定的に水道水を供給していくためには、受水市町村の

水道施設の強靱化を図る必要があるほか、アセットマネ

ジメントによる施設更新を行うことが重要であることから、

受水市町村の状況等を踏まえた上で必要な支援等を

行いながら、受水市町村の水道施設を含めた水道ネッ

トワーク全体の長寿命化を受水市町村と一体となって

推進することとしている。 

また、強靭な水道をめざし、平成 27 年度から新たな

バックアップ体制を構築するための施策として、漏水事故

の発生時等、緊急時における受水市町村との相互融通について、接続可能な箇所の確認や、受水市町村の自己水源を活

用した応援送水、また、受水市町村と連携した広域水道の管路のバイパス化やループ化、受水市町村の管路同士の連結等、

効率的で有効かつ具体的な「バックアップ体制」構築のための取組を開始した。 

２）民間活力導入の促進 

企業局では、維持管理を効率的・効果的に行うため、平成２年

度から施設等の「運転管理業務」を直営から外部の民間業者への

委託に移行した。また、平成 14年４月に施行された改正水道法で、

水道の管理に関する技術上の業務（管理責任を含む）を第三者

へ委託（民間委託も含む）をすることが可能となり、これまで行って

いた維持管理業務における民間委託の合理化策を検討した結果、

民間業者が意欲を持って入札参加のできる環境づくりと発注コストの

縮減を目的として、平成 15 年度から多数あった保守点検業務と運

転管理業務を 1 つに集約するとともに、業務期間を単年度契約から

5 ヶ年の※長期契約に変えることによるスケールメリットを生かして経費

の節減を図っている。（※H27～H31 の 5 ヵ年契約） 

 

 

３）料金体系の見直し検討 

平成 27 年 4 月 1 日から適用する供給料金については、原則５年間は継続することにしているが、現行の資金収支方式

による料金算定では、将来的には企業債の元利償還金の逓減を主因として損失を計上（減価償却費が償還金等を上回

る）する可能性が予見されている。また、施設の耐震化及び更新等により建設改良費の増加も見込まれている。 

そのため、事業の持続可能な安定経営に向けた料金のあり方について、平成 31 年度を目途に受水市町村とともに検討を

進めていくことにしている。 

【育活（イクイク）プロジェクトの全体スケジュール】

Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度

受水市町村と連携し
たバックアップ体制
の整備

（６）人づくり

（５）料金のあり方

（３）バック
アップ体制の
強化

（２）アセットマネジメントによる水道
施設の長寿命化

（１）水道施設の耐震化の推進

（４）広報の充実強化

東日本大震災時の
対応の検証と，企業
局及び受水市町村Ｂ
ＣＰ策定

現行制度の検証，新制度の調査･検討 新制度の策定
Ｈ３２以降の

水量調整

水量改定

条例等改定

市町村の現状及び計画策定状況調査

市町村の耐震化・アセットマネジメント計画

の策定（企業局は積極的に支援するととも

に全体計画図を策定）

事業化の可能性

調査委託

実施箇所選定・費用負担調製

企業局及び市町村の予算措置・事業実施

企業局･受水市町村Ｂ

ＣＰ策定

企業局，受水市町村，民間企業

と連携した広報の本格実施

企業局，受水市町村，民間企業と連携した研修

の本格実施合同研修計画の策定

合同研修会の企画・開催

市町村と連携した広報計画の策定

企業局と民間企業が連携した広報の実施

企業局アセットネジメント計画策定

受水市町村との意見

交換

受水市町村との

意見交換

受水市町村との意見

交換

受水市町村との意見

交換

東日本大震災時の対応の検証と

取りまとめ（委託） 企業局･受水市町村

ＢＣＰ施行

隣接事業体の対応の検証

図－８ 育活（イクイク）プロジェクトのスケジュール 

図－９ 受水市町村と連携したバックアップ体制 

表－２ 民間委託の状況 


